
広島県水道広域連合企業団測量・建設コンサルタント等業務 

一般競争入札事務処理要綱（事後審査型） 

 

 令和８年４月１日制  定  

 

１ 趣旨  

この要綱は、広島県水道広域連合企業団（以下「企業団」という）が実施する、入札後

に入札に参加する者に必要な資格を審査する一般競争入札（以下「事後審査型一般競争入

札」という。）の事務に関し、必要な事項について、その標準を定めるものとする。  

  

１の２ 定義 

  この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

   業務 測量及び建設工事に関する設計調査その他建設コンサルタント等業務 

 

２ 対象業務等 

 対象業務は、原則、すべての業務とする。ただし、企業長が特に必要と認めた場合は、

一般競争入札によらないことができるものとする。  

 

３ 入札に参加する者に必要な資格  

（1） 入札に参加しようとする者に必要な資格の要件（以下「資格要件」という。）とし

て、次の事項を定めるものとする。  

ア 当該業務の業務分野について、広島県水道広域連合企業団測量・建設コンサルタ

ント等業務発注事務処理要綱（以下「事務処理要綱」という。）第３条に規定する資

格審査（以下「資格認定」という。）を受けていること。 

イ アの資格認定に係る格付けの等級が、当該業務の請負対象設計金額の区分に応

じ、事務処理要綱別表４に定めるものであること。ただし、事務処理要綱第５条第

６項に記載する各号に該当する場合を除く。 

ウ 当該業務の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県水道広域

連合企業団建設業者等指名除外要綱第２条第１項に規定する指名除外（以下「指名

除外」という。）、広島県水道広域連合企業団発注工事における下請負の制限基準２

に規定する下請制限（以下「下請制限」という。）又は広島県水道広域連合企業団発

注工事等における暴力団排除のための契約制限要綱第２条に規定する契約制限（以

下「契約制限」という。）の対象となっていないこと。 

エ 会社更生法（平成 14年法律第 154 号）に基づいて更生手続開始の申立てがなされ 

ている者については、手続開始の決定後、企業長が別に定める手続きに基づいてア

の資格の再認定を受けていること  



オ 民事再生法（平成 11年法律第 225 号）に基づいて再生手続開始の申立てがなされ

ている者については、手続開始の決定後、企業長が別に定める手続きに基づいてア

の資格の再認定を受けていること  

カ 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過していること又は対象

案件の開札日前６か月以内に手形小切手の不渡りを出していないこと 

キ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の４に該当する者でないこと 

ク 地方自治法施行令第１６７条の４第２項に該当するもので、企業長が入札に参加

させる者であること 

（2） 業務の分野又は性質等によっては、（1）に掲げる事項のほか、資格要件として、次

の事項を定めることができる。 

ア 当該業務の業務分野について営業所又は主たる営業所を広島県内又は県内の一定

地域内に有すること。また、それらの設置期間に関すること 

イ 当該業務の業務分野に係る年間平均実績高が、一定の金額以上であること 

ウ 当該業務と同様の業務分野及び規模の業務（原則として当該発注業務の規模の

80％以上の業務とする。）の元請履行実績（原則として直近 10 年以内のものとす

る。）を有すること 

エ 広島県内の業務において、当該業務と同一の業務分野の元請履行実績を有するこ

と 

オ 当該業務に必要な管理技術者又は照査技術者等の資格を有する者（経験の有無及

びその時期を指定することができる。）を配置できること 

カ その他必要と認める事項 

   

４ 資格要件の決定等  

（1） 当該業務の資格要件は、当該業務の指名業者等選考委員会（以下「選考委員会」と

いう。）の意見に基づいて、広島県水道広域連合企業団決裁規程に定める区分による

決裁権者（以下「決裁権者」という。）が決裁し、決定する。ただし、広島県水道広

域連合企業団事務委任規程の規定により予定価格の決定が事務所長に委任されてい

る業務にあっては、当該事務所の指名業者等選考委員会（以下「事務所選考委員

会」という。）の意見に基づいて事務所長が決定する。 

（2） （1）本文の場合においては、当該業務を主管する課の長（以下「主管課長」とい

う。）が当該業務の資格要件の原案を作成し、入札参加資格者状況表（別記様式第１

号）を添えて選考委員会に諮るものとする。ただし、当該業務が事務所の発注に係る

ものであるときは、当該事務所の長の意見を聴いてしなければならない。 

（3） （1）ただし書きの場合においては、当該事務所長が当該業務の資格要件の原案を

作成し、入札参加資格者状況表（別記様式第１号）を添えて事務所選考委員会に諮る

ものとする。 



  

５ 公告  

（1） 発注機関の長は、別に定める書式見本に準じて作成したところにより、広島県水道

広域連合企業団契約規程第 17条各号の事項を本部及び事務所のうち適当と認めるもの

での掲示又は閲覧及び情報通信ネットワークを利用した方法によって公告する。 

（2） 当該業務を発注する事務所又は主管する課においては、必要に応じ、入札参加希望

者に前号の公告の写しを配付する。 

（3） 事後審査型一般競争入札の公告は、その本体の部分には、案件ごとに異なる部分及

び入札参加希望者に注意喚起しなければならない事項（以下「個別事項」と総称す

る。）のみを記載し、基本的に全ての案件において共通であるような事項（以下「共通

事項」という。）は、これを別紙として引用する形とすることができるものとする。 

  

６ 予定価格の公表時期 

  随意契約を除くすべての業務において事前公表とする。 

 

７ 設計図書の閲覧及び配付  

（1） 当該業務を発注する事務所又は主管する課において、公告に定める期間に設計図 

書を閲覧に供する。 

（2） 企業団においては、設計図書の販売は行わない。 

（3） 設計図書に対する質問は、設計図書に対する質問・回答書（別記様式第２号）によ

って受け付けるものとし、質問に対する回答は閲覧に供する。 

  

８ 電子入札システムの使用  

事後審査型一般競争入札は、原則として、広島県水道広域連合企業団電子入札実施要領

に定めるところにより電子入札システム（県の機関等の使用に係る電子計算機（端末を含

む。以下同じ。）と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線

で接続した電子情報処理組織を利用して、入札から落札者決定までの手続きを処理するシ

ステムをいう。以下同じ。）を使用して行うものとする（電子入札の対象とする。）。ただ

し、発注機関の長が特に必要と認めた場合は、書面入札（電子入札システムを使用しない

で入札から落札者決定までの手続きを行う入札等をいう。）によることができる。 

  

９  誓約書の提出  

（1） 当該業務の入札参加者は、入札書の提出に併せ、法令等に抵触する行為を行ってい

ない旨の誓約書（別記様式第１１号）を発注機関の長に提出しなければならない。 

（2） 提出方法等 



ア 電子入札システムで定める様式によって作成した電磁的記録を広島県水道広域連

合企業団の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させることにより提

出を行うものとする。 

イ 書面により入札に参加する者は、入札の際に入札書とともに誓約書を提出しなけ

ればならない。 

ウ 書面参加者は、書面により誓約書を作成し、次の事項を記載した封筒に封入し

て、 入札書を提出する際に提出しなければならない。 

  （ア）提出者の商号又は名称 

（イ）誓約書及び業務費内訳書が在中している旨 

（ウ）当該入札等に係る測量・建設コンサルタント等業務等の名称及び開札日 

エ 上記により難い場合は、別に定めることができる。 

（3） 誓約書を入札時に提出していない場合又は誓約書に不備があった場合は、開札後、

発注者が指定した提出期限内（依頼日から起算して概ね３日以内）に提出しなければ

ならない。発注者が指定した提出期限内に誓約書の提出がない場合は、無効とし、落

札者としないものとする。当該入札者に対し指名除外措置を行うことがある。 

（4） （1）から（3）までの趣旨は、５の公告に記載して入札参加者へ周知する。 

  

10 業務費内訳書の提出  

（1） 当該業務の入札参加者は、入札書の提出に併せ、当該業務に係る業務費内訳書を発 

注機関の長に提出しなければならない。 

（2） 業務費内訳書については、広島県水道広域連合企業団業務費内訳書取扱要領に基づ 

き、取り扱うこととする。 

（3） （1）（2）の趣旨は、５の公告に記載して入札参加者へ周知する。 

  

11 入札及び開札の手続き 

（1） 提出された入札書又は業務費内訳書の書換え、引替え、又は撤回は、認めない。 

（2） 契約担当職員（広島県水道広域連合企業団契約規程第２条第１項の契約担当職員を

いう。）は、広島県水道広域連合企業団電子入札実施要領に定めるところにより電子入

札システムを使って入札書を一括開札するものとする。ただし、当該入札が書面入札

である場合は、電子入札システムを使用することなく、公告した入札の場所におい

て、開札時刻になったことを確認した後に入札者を立ち合わせて開札を行う。この場

合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会

わせるものとする。 



（3） 契約担当職員は、開札の結果、第一落札候補者（予定価格以下の価格で入札を行っ

た者のうちの最低価格入札者をいう。ただし、最低価格入札者が二人以上ある場合に

は、これらの者のうち、電子入札システムの電子くじによるくじ引きによって選ばれ

た一人の入札者に限る。以下同じ。）を選定するものとする。 

なお、当該入札が書面入札である場合であって、最低価格入札者が２人以上あると

きは、電子入札システムを使用することなく、これらの者にくじを引かせて１人の第

一落札候補者を選定するものとする。この場合において、当該入札者のうちくじを引

かない者があるときは、これに代えて、（2）の当該入札事務に関係のない職員にくじ

を引かせるものとする。 

（4） 契約担当職員は、（2）及び（3）の手続き終了後、落札者を決定しないで開札手続き

を終了するものとする。その際、契約担当職員は、各入札者の入札金額を読み上げる

ことなく、「資格要件の確認後、後日落札者を決定する。落札者を決定したときは、通

知又は連絡する。」旨を宣言するものとする。ただし、当該業務が低入札価格調査制度

対象業務である場合において、調査基準価格を下回る価格の入札があったときは、「資

格要件の確認と併せて低入札価格調査を行った上で、後日落札者を決定する。」旨の宣

言を行うものとする。 

 

12 再度入札の方法等 

予定価格の公表時期にかかわらず、再度入札は行わない。 

  

13 資格要件確認書類の提出 

（1） 資格要件確認書類提出依頼書を送信された入札者は、速やかに公告に定める資格要

件確認資料を提出しなければならない。ただし、総合評価落札方式又は入札公告にお

いて資格要件確認資料の提出が必要とされていないものの場合は、この限りでない。

資格要件確認書類の提出期限は発注機関の長が定めるものとする。 

（2） 発注機関の長は、必要に応じて第一落札候補者以外の入札者に対しても資格要件確

認書類の提出を求めることができる。 

（3） （1）及び（2）にかかわらず、発注機関の長は、指定する日までに指定する方法

で、全ての入札参加者が資格要件確認書類を提出することを公告により定めることが

できるものとする。  

（4） （1）又は（2）若しくは（3）により発注機関の長から資格要件確認書類の提出を求  

められた者が、審査の結果次のアからエのいずれかに該当する場合には、その者は資

格要件を満たしていないものとみなす。この場合においては、その者に対し指名除外

を措置することがある。 

ア 発注機関の長が定める期限までに全ての資格要件確認書類の提出をしない場合 

イ 資格要件の確認のために発注機関の職員が行った指示に従わない場合 



ウ 提出した資格要件確認書類に虚偽の記入があった場合 

エ 提出した資格要件確認書類によって資格要件を満たしていることが確認できない場

合 

（5） 資格要件確認書類の作成に要する費用は、提出者の負担とする。 

(6） 提出された資格要件確認書類は、これを提出者に無断で使用しない。 

（7） （1）から（6）までの趣旨は、５の公告中に表示する。 

  

14 配置予定技術者の取扱い 

  配置予定技術者は、開札日の前日時点を基準として配置可能な者とする。配置可能な者

の判断基準は、次のいずれも満たすものとする。 

（1） 技術者は、契約日時点で配置できる技術者を記入するものとする。技術者を特定で

きない場合には、複数の候補者（３人を限度とする。）の記入を認めるものとする。 

（2） 業務の延伸等により、技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場

合においては、指名除外を措置することがある。 

（3） 「企業の業務実績、技術者の資格調書」の提出期限の翌日以降は、真にやむを得な

い場合を除き、技術者の変更・差換え等を認めないものとする。 

（4） 業務の施工に当たって、「企業の業務実績、技術者の資格・調書」に記入した技術者

を変更できるのは、病休、死亡又は退職等の極めて特別な場合に限るものとする。 

（5） 資格要件確認資料の提出後、総合評価落札方式においては広島県水道広域連合企業

団測量・建設コンサルタント等業務 総合評価落札方式実施要領第８に規定する技術資

料等の提出後に配置予定技術者の変更をすることはできない。 

（6） 公告において配置されている業務の件数を定めている場合は、申請日において履行

中の業務にその件数を超えて配置されていないこと。 

（7） 開札日以前において申請者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定

の権利義務関係が当該日から起算して３か月以上連続して存在すること。 

（8） その他企業長が必要と認める事項。 

 

15 落札者の決定方法  

（1） 低入札価格調査制度の対象となる業務の入札については、調査基準価格を下回る価

格で入札を行った者がある場合は、以下の審査に加えて広島県水道広域連合企業団測

量・建設コンサルタント等業務における低入札価格調査制度事務取扱要綱に基づく調

査を行った上で落札者を決定するものとする。 

（2） 技術管理課長（委任規程の規定により予定価格の決定が事務所長に委任されてい

る業務にあっては、当該事務所長。以下「主管課長等」という。）は、第一落札候補

者から提出を受けた資格要件確認書類等により当該業務の入札参加資格の審査を行

い、資格要件を満たしていることが確認できる場合はその者が資格要件を満たして



いる旨の決定をするものとする。第一落札候補者について資格要件を満たしている

ことが確認できない場合（13（4）の規定により資格要件を満たしていないものとみ

なす場合を含む。）は、その者が資格要件を満たしていない旨の決定をし、以下、資

格要件を満たしている旨の決定をするまで順次、資格要件を満たしていない旨の決

定がされた者を除く最低価格入札者から 13の規定に準じて資格要件確認書類を提出

させ、同様の審査を行うものとする。この場合において、資格要件を満たしてない

旨の決定がされた者を除く最低価格入札者が２人以上あるときは、これらの者のう

ち、電子入札システムの電子くじによるくじ引きによって（当該入札が書面入札で

あるときは、電子入札システムによらないくじ引きによって）落札候補者として選

ばれた一人の入札者について、優先的に審査して資格要件の確認を行うものとす

る。 

（3） （2）の資格要件を満たしている旨の決定は、選考委員会の長の承認を得た後、主 

管課長等の決裁を受けて行うものとし、（2）の資格要件を満たしていない旨の決定

は、選考委員会の議を経た後、主管課長等の決裁を受けて行うものとする。ただし、

委任規程の規定により予定価格の決定が事務所長に委任されている業務にあっては、

資格要件を満たしている旨の決定は、事務所選考委員会の長の承認を得た後、決裁権

者の決裁を受けて行うものとし、当該資格要件を満たしていない旨の 定は、事務所

選考委員会の議を経た後、決裁権者の決裁を受けて行うものとする。 

（4） 10 の業務費内訳書を失格とする場合の決定は、（3）の資格要件の無効に関する決定

と同様に行うものとする。 

（5） （2）及び（3）の規定により資格要件を満たしている旨の決定がなされた場合に 

は、入札執行者が落札者を決定した上で、発注機関の長は、落札者決定通知書（別記

様式第７号）により、その旨を当該業務の入札に参加したすべての者に通知するもの

とする。 

  

16 当該業務の資格要件を満たさない者の取扱い 

（1） 15（2）及び 15（3）の規定により資格要件を満たしていない旨の決定がなされた場

合には、契約担当職員が入札の無効を決定した上で、発注機関の長は、その旨及びそ

の理由を入札参加資格不適格通知書（別記様式第８号）により当該入札参加者に通知

するものとする。 

（2） （1）の規定により入札を無効とされた者は、資格要件を満たしていると認められ  

ないと判断した理由の説明を求めること（以下「不適格理由説明請求」という。）がで

きる。 

（3） 不適格理由説明請求を行おうとする者は、（1）の通知を行った日から起算して３ 

日以内に、不適格理由説明請求書（別記様式第９号）を発注機関の長に提出しなけれ

ばならない。 



（4） 発注機関の長に提出された不適格理由説明請求書は、これを速やかに主管課長等に 

送付するものとする。ただし、委任規程の規定により予定価格の決定が当該事務所長

に委任されている業務については、この限りでない。 

（5） 主管課長等は、不適格理由説明請求書の提出を受けたときは、速やかに、不適格 

理由説明書（別記様式第 10 号）により回答するものとする。ただし、当該回答は、委

任規程の規定により予定価格の決定が事務所長に委任されている業務を除き、発注機

関の長を経由して行うものとする。 

  

17 入札結果等の公表 

本競争入札により契約の相手方を決定した場合は、当該入札参加者に対して、電子入札

等システムにより入札結果等を閲覧に供する。 

 

18 苦情申立て 

  当該業務の入札手続き等に関して苦情があるものは、契約担当職員が落札者の公表を行

った日の翌日から起算して 10日（企業団の休日を定める条例第２条に規定する企業団の

休日を除く。）以内に、契約担当職員に申立てることができる。 

 

19 その他 

（1） 企業長が特に必要と認めた場合は、この要綱の定めによらないことができる。 

（2） この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。 

  

附 則  

（施行期日）  

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 



別記様式第２号 

 

設計図書に対する質問・回答書 
 

令和  年  月  日 

               様 

 

                住 所             

                商号又は名称                

 

 業 務 名： 

 業務場所： 

 

 
 

質 

 

問 

 

事 

 

項 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

回 

 

 

 

 

答 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

注 質問に対する回答は、令和  年  月  日から令和  年  月  日まで当機関にお

いて閲覧に供する。 

 

 



別記様式第３号 

 
 

   技術資料・資格要件確認資料 提出書 
 
 

令和○○年○○月○○日 
 
広島県水道広域連合企業団○○事務所長 
 ○○ ○○ 様 
                          住    所 
                          商号又は名称 
                          代 表者 氏名                   
 
令和○○年○○月○○日付けで（公告・通知）のありました○○○○○○○○○○○○○○○○業

務について、技術資料・資格要件確認資料を提出します。 
 なお、次の項目を誓約します。 

 
１ 地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること 
２ 資格要件を満たしていること 
３ 資格要件確認書類の内容が事実と相違ないこと 
４ 公告日から開札日までの間のいずれの日においても、建設業法第２８条第３項又は第５項の

規定による営業停止（本件入札に参加し、又は本件業務の受注者となることを禁止する内容を

含まない処分を除く。）を受けていないこと 
 
 １ 提出書類 
  【総合評価】＜技術資料＞ 
    □（様式第１号）  表紙 

□（様式第２号）  企業の能力 
□（様式第３号）  配置予定管理技術者 
□（様式第４号）  配置予定担当技術者 
□（様式第５号）  実施方針（技術評価型の場合のみ） 
□（様式第６号）  技術提案（技術評価型の場合のみ） 
□（様式第７号）  地域貢献の実績 
□ 自己採点表（別記様式第１－１号 総合評価落札方式（技術評価型）  落札者決定基準） 
□ 自己採点表（別記様式第１－２号 総合評価落札方式（実績評価１型） 落札者決定基準） 
□ 自己採点表（別記様式第１－３号 総合評価落札方式（実績評価１型） 落札者決定基準） 
□ 自己採点表（別記様式第１－４号 総合評価落札方式（実績評価２型） 落札者決定基準） 

  【公告】＜資格要件確認資料＞ 
□（別記様式第４号） 企業の業務実績、技術者の資格調書 
□（別記様式第５号） 業務実績証明（願）書 

 
２ 問い合わせ先 
    担当者 ：  
    部  署 ：  
    電話番号 ：  
 

※１整理番号は記入しないでください。 
 ２提出する書類は、当該書類の□欄にチェックを入れて確認してください。 

整

理

番

号 

 



別記様式第４号 
 

企業の業務実績、技術者の資格調書 
                      商号又は名称：                 

 

      

企
業
の
業
務
実
績
の
概
要 

業 務 名  

業 務 内 容 
※技術要件で求める業務実績が確認できる内容を記入すること。 

 

 

テ ク リ ス 等 へ の 登 録 有（             ）・無 

添 付 資 料 

※テクリス等登録内容確認書だけでは業務実績工事の内容が確認できない場

合、テクリス等に登録されていない場合、添付する資料名を記載 

 

 

 

※テクリス等：建築以外については、TECRIS、建築については、PUBDISの登録を記載 

    また、PUBDISについては本様式に添付して提出してください。 

 

 

 

配置予定技術者の氏名 
管理技術者 ○○ ○○（フリガナを記入） 

 TECRIS 技術者ID（      ） 

技 術 者 資 格  

 

配置予定技術者の氏名 
照査技術者 ○○ ○○（フリガナを記入） 

 TECRIS 技術者ID（      ） 

技 術 者 資 格  

 
 
 



別記様式第５号 
 

業務実績証明（願）書 
 

令和  年  月  日 
 
                     様 
 
                 申請者住所             

                 商号又は名称 

                 代表者氏名                            

 
 貴       発注に係る業務について、次のとおり業務実績があることを証明

してください。 

業  務  名 
 

業 務 場 所 
 

最終請負金額               （              ） 

工 期        令和  年  月  日から令和  年  月  日まで 

受 注 形 態        単体／設計共同体（出資比率   ％） 

構 造 形 態 ･ 工 法 等             
 

延 床 面 積 ･ 延 長 等             
 

 
 

   上記のとおり相違ないことを証明します。 

     令和  年  月  日 

 

           証明者職氏名                      



別記様式第９号 

 

不適格理由説明請求書 
 

令和  年  月  日 

 

               様 

 

                 住 所             

                 商号又は名称 

                 (共同企業体の名称)             

                 代表者氏名                            

 

 令和  年  月  日付け入札参加資格不適格通知書に記載の、資格要件を満た

していると認められない理由について、その説明を求めます。 

 
 

業   務   名 
 

 

 
 

 

業  務  場  所 
 

 

 
 

 

説明を求める理由 
 

 

   
 

そ の 他         
 

 
 


